
 

 

⾃筆証書遺⾔（⺠法 968 条） 

① ⾃筆証書によって遺⾔をするには、遺⾔者が、その全⽂、⽇付及び⽒名を⾃
書し、これに印を押さなければならない。 

              

  

② ⾃筆証書にこれと⼀体のものとして相続財産の全部⼜は⼀部の⽬録を添付する場合
には、その⽬録については、⾃書することを要しない。 

 
 

・必ず⾃⾝が全て⼿書きで作成する 
・執筆に使⽤する筆記具に定めはない 
＝⽤紙はなんでもよい 
ただし、法務局で保管してもらうためには
A4 サイズの⽤紙、⽚⾯に記載 
・ペンの指定もないが、内容が消えてしまう
のを防ぐため油性のボールペンでの使⽤が
確実 
 

⼿書き 
油性の 

ボールペン 
が最適 押印 

（実印で
なくとも
よい） 

・不動産登記事項証明書の
コピー、 
銀⾏通帳のコピーも遺⾔書
の⽬録としては有効 

 

書式は⾃由で、遺⾔者本⼈がパソコン
等で作成してもよい 

＊遺⾔者以外の者が作成してもよい 
（注）パソコンで作成した⽬録には全

てのページに署名押印 財産の⽬録 
全ページに
署名押印 




